
富山県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱」（令和７年12 月26 日

障発1226第７号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙。）及び「障害福祉従事者処

遇改善緊急支援事業 実施要綱」（令和７年12月26日こ支障第447号こども家庭庁支援局長通知別

紙。）（以下「実施要綱」という。）並びに富山県補助金等交付規則（昭和37年富山県規則第10号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、富山県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助

金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （補助金の交付） 

第２条 知事は、福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進する（又は見込み）事業所

に対して、人件費の改善に必要な費用として予算の範囲内において補助金を交付するものとする。 

また、処遇改善加算の対象外サービス（計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援）について

は処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす（又は見込み）事業所に対して、人件費の改善

に必要な費用として予算の範囲内において補助金を交付するものとする。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、実施要綱４⑴の対象事業所を運営する法人等であって、知事が適当と認め

る者とする。 

 

 （交付対象の事業内容） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱の規定による事業（以下「補助事業」という。）

とする。 

 

（交付額） 

第５条 交付額は、実施要綱５の規定により算出された額とする。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書（様式第１号）に実施要綱８⑴に規定す

る障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業計画書を添えて、別に定める期日までに知事に提出

しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第７条 知事は、前条の交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、適当

と認めたときは、交付の決定をし、当該交付申請書を提出した者に通知するものとする。 

 

（帳簿の保管） 

第８条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿を

備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交

付決定の日の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 



  

（交付の方法） 

第９条 知事は、原則として、概算払いの方法により補助金を交付する。概算払いに当たっては、

実施要綱５の規定により富山県国民健康保険団体連合会が算定した額を交付するものとする。 

 

（実績報告） 

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、実績報告書（様式第２号）に実

施要綱８⑵に規定する障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業実績報告書を添えて、別に定め

る期日までに知事に提出しなければならない。 

 

 （額の確定） 

第11条 知事は、前条の規定により実績報告書の提出を受けた場合においては、その内容を審査し、

適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助金の交付を受けた者に通

知するものとする。 

 

（細則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年１月30日から施行する。 

  

 

 


